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公布 規則

◇ 鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則及 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟

適正化 関 法律施行細則 一部 改正 規則（ ）（環境政策課）………………………

◇鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則及 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律

施行細則 一部 改正 規則

次 規則 、国立学校設置法 廃止 伴 所要 規定 整備 行 。

（ ） 鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則（別表第 関係）

（ ） 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則（別表関係）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則及 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行

細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則及 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律

施行細則 一部 改正 規則

（鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則 一部改正）

第 条 鳥取県希少野生動植物 保護 関 条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

（ ） 略

（ ） 鉱物 採掘 、又 土石 採取 （以下

「鉱物 採掘等 」 。） 次

掲

～ 略

大学（学校教育法（昭和 年法律第 号）第

条 規定 大学及 国立大学法人法（平成 年

法律第 号）第 条第 項 規定 大学共同

利用機関 。） 教育又 学術研究

、鉱物 採掘等 。

（ ）～（ ） 略

別表第 （第 条関係）

（ ） 略

（ ） 鉱物 採掘 、又 土石 採取 （以下

「鉱物 採掘等 」 。） 次

掲

～ 略

大学（学校教育法（昭和 年法律第 号）第

条 規定 大学及 国立学校設置法（昭和 年

法律第 号）第 条 第 項 規定 大学

共同利用機関 。） 教育又 学術研

究 、鉱物 採掘等 。

（ ）～（ ） 略

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

～ 略

政令第 条各号 掲 行為 、次 掲

行為

～ 略

国若 地方公共団体 試験研究機関又 大

学（学校教育法（昭和 年法律第 号）第 条

規定 大学及 国立大学法人法（平成 年法律
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機関 。 同 。） 用地内

、試験研究又 教育若 学術研究 行

行為

～ 略

別表（第 条関係）

～ 略

政令第 条各号 掲 行為 、次 掲

行為

～ 略

国若 地方公共団体 試験研究機関又 大

学（学校教育法（昭和 年法律第 号）第 条

規定 大学及 国立学校設置法（昭和 年法律

第 号）第 条 第 項 規定 大学共同

利用機関 。 同 。） 用地内

、試験研究又 教育若 学術研究

行 行為

～ 略

２

１

２

１

２ ４

３ ８

２

１

２

１

９ ２ １

３ ８

１ ３

４ １

１

２ ４

１ ３

４ １

１

９ ２ １

13

22 26

15

112

13

22 26

24

150

11

22 26

15

112

11

22 26

24

150

を し は を すること

の をすること という であって

に げるもの

ア エ

オ

に する び

に する

をいう における は の

ために の をすること

を し は を すること

の をすること という であって

に げるもの

ア エ

オ

に する び

の に する

をいう における は

のために の をすること

に げる のうち に げる

イ ト

チ しくは の は

に

する び

に する

をいう リにおいて じ の におい

て は しくは として

う

リ ワ

に げる のうち に げる

イ ト

チ しくは の は

に

する び

の に する

をいう リにおいて じ の に

おいて は しくは とし

て う

リ ワ

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡
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（鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則 一部改正）

第 条 鳥取県鳥獣 保護及 狩猟 適正化 関 法律施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。
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